
 
 
 

 

 

   

 

  東日本大震災の影響を受け、事業活動に支障を来たしている事業者の方を

対象に、既存制度とは別枠となる「東日本大震災復興支援資金」を創設し、

中小企業の資金繰りを支援します。 

 

◆ 貸付対象者（東日本大震災復興緊急保証対象者） 
○ 特定被災区域内※で地震・津波により直接の被害を受け市町村のり災証明を受けた者 

○ 特定被災区域内の中小企業者で、売上等が著しく減少（▲10%）した者 

○ 特定被災区域の事業者との取引関係により、売上等が著しく減少（▲10%）した者 

○ 今般の震災に起因して急激な取引の減少（キャンセル等）が発生したことにより、売上等

が著しく減少（▲15%）した者 

※特定被災区域：災害救助法が適用された市町村等（長野県内では栄村が該当） 

◆ 東日本大震災復興支援資金の概要 

項 目 要 件 

貸付対象者 東日本大震災復興緊急保証を利用する方 

貸付限度額 
【設備資金】 ３，０００万円 

【運転資金】 ５，０００万円 

貸 付 利 率 年１．５％ 

貸 付 期 間 
【設備資金】 １０年以内（うち据置２年以内） 

【運転資金】  ８年以内（うち据置２年以内） 

信用保証料 県と市町村の補助により自己負担はありません。 

◆ 取扱期間 

 平成 23 年 5月 23 日から平成 24年 3月 31 日まで 

◆ 長野県北部の地震で直接被災された方 

 長野県北部の地震で直接被災し、県内市町村のり災証明を受けた方は、

貸付利率を引き下げた「災害対策資金（貸付利率年 1.3％）」もご利用い

ただけます。 

※災害関係保証または東日本大震災復興緊急保証利用者に限ります。 

◆ お問い合わせ先 

   長野県商工労働部経営支援課（電話：026-235-7200） 

  又は、地方事務所商工観光（建築）課までお問い合わせください。 



 

こんなときご利用ください 資金名 
限度額 

（組合は別途）
利率（年） 

貸付期間（上限） 
（ ）内建物等 

据置 
（ ）内建物等 

信用保証料

・早期に借入をしたい 

・事業資金が必要な方 中
小
企
業
振
興
資
金 

一般 

設備 １億円 

運転（長期・短期）

   5,000 万円 

2.3% 

（１年以内2.0%）

設備７年（13 年） 

運転５年 

設備 12 月 

運転 ６月 
2.2%以内 

・売掛金債権や棚卸資産を担保と 

 して借入をしたい 
流動資産担保 運転 5,000 万円 2.0% 運転１年 なし 0.68% 

・月々の返済負担を軽減するため、 

 県制度資金を借り換えたい 
緊急借換対策 

運転 3,000 万円 

(県制度資金残高

に限る) 

2.3% 運転８年 運転 24 月 2.2%以内 

・セーフティネット保証７号 

・売上・収益が減少し、経営安定 

 のために資金が必要 

経
営
健
全
化
支
援
資
金 

経営安定対策 
設備 3,000 万円 

運転 3,000 万円 
2.1% 

設備９年 

運転７年 

設備 12 月 

運転 12 月 

県・市町村補

助 に よ り

0.44%以内 

セーフティネ

ット保証・災

害関係保証利

用の場合 0% 

・セーフティネット５号 

・セーフティネット 1～4、6、8号 

・売上・収益が著しく減少 

・円高等の影響を受け、売上高等 

 が減少している方（緊急円高対 

 策資金） 

特別経営安定対策 
設備 3,000 万円 

運転 5,000 万円 
1.8% 

設備９年 

運転７年 

設備 12 月 

運転 12 月 

 
緊急円高 

対策資金 

運転 5,000 万円 

※特別経営安定対

 策との合計で 

【固定】1.8% 

【変動】 

  1.5%以内 

運転７年 運転 12 月 

・災害に被災し、資金が必要 災害対策 
設備 3,000 万円 

運転 3,000 万円 

1.8% 

（長野県北部

地震で直接被

災された方は

1.3%） 

設備 10 年 

運転５年 

設備 12 月 

運転 12 月 

・これから創業しようとする方 

・創業間もない方 
創業支援資金 

設備 3,000 万円 

運転 1,500 万円 

（新規開業予定者

は設備・運転合計

で 2,500 万円） 

2.1% 

（借入代表者

の年齢が 40 歳

未満の場合は、

1.8%） 

設備７年（10 年） 

自動車５年 

運転５年 

設備 12 月 

運転 ６月 

県・市町村補

助 に よ り

0.44%以内 

創 業 関 連 保

証・創業等関

連保証の場合

は 0% 

・新たな事業展開を図る方 

・経営革新計画の認定を受けた方 

・先端技術機器を導入する方 

・新分野へ進出しようとする方 

・事業継承をしようとする方 

新
事
業
活
性
化
資
金 

事業展開向け 

設備 １億円 

新事業活動促進法

認定事業者の場合

1.5 億円 

運転 3,000 万円 

2.1% 

（知事が特に

認めるものは、

1.8%） 

設備 

７年、９年、10 年 

（12 年、13 年） 

運転 

５年、７年 

設備 

12 月、24 月 

（36 月） 

運転 12 月 

県・市町村補

助 に よ り

0.44%以内 

 

経営革新関連

保証等利用の

場合 0% 

・商店街の活性化を図ろうとする方 

・地場産業の活性化に取り組む方 

・観光資源を活用して宿泊施設や 

 観光地の活性化に資する施設の 

 整備を図ろうとする方 

地域活性化向け 
設備 １億円 

運転 3,000 万円 

設備７年（12 年） 

運転５年 

設備 12 月 

運転 12 月 

・環境規制に対応するための研究 

 開発、生産設備導入を行う方 

・新エネ、省エネ施設等の整備を 

 行う方 

・事業用建築物の耐震補強を行う方 

防災・環境調和向け
設備 1.5 億円 

運転 3,000 万円 

2.1% 

設備 10 年（13 年） 

運転７年 

設備 24 月 

（36 月） 

運転 12 月 

・次世代産業に対し、これから事 

 業転換・新規参入計画を作成し 

 ようとする方 

・次世代産業において、これから 

 事業転換・新規参入を開始する 

 方又は、間もない方 

次世代産業向け 
設備 １億円 

運転 3,000 万円 

設備 10 年（13 年） 

運転７年 

設備 24 月 

（36 月） 

運転 12 月 

 

 

◎県制度資金一覧表（抜粋） 平成 23 年 5 月 23 日現在 




